
給料、賃金、賞与などによる収入・所得。（令和７年中の総支払額で税金などを差し引く前の金額で算出します。）日給又は所得税を徴収してい
ない事業所に勤務している場合は事業主から給与の支払明細書を受け取るか、申告書裏面６「給与所得の内訳」に日給、勤務日数等を記入し
てください。

所得金額調整控除
（１）給与等の収入金額が850万円を超え、次のア～ウのいずれかに該当する場合、所得金額調整控除を給与所得金額から差し引くことができます。

ア．あなたが特別障害者に該当する
イ．23歳未満の扶養親族を有する
ウ．特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する
所得金額調整控除額＝（給与等の収入金額ー850万円）×10％　※小数点以下切り上げ
※給与等の収入金額が1,000万円を超える場合は1,000万円とします。（申告書裏面18に記載）

（２）給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、その合計額が10万円を超える場合、所得金額調整
控除を給与所得金額から差し引くことができます。
所得金額調整控除額＝給与所得控除後の給与等の金額＋公的年金等に係る雑所得の金額－10万円
※給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額が10万円を超える場合はそれぞれ10万円とします。

※特定支出の金額が給与所得控除額を超えるときは、下記の算式により求めた金額を給与所得とすることができます。
給与収入金額－給与所得控除額－（特定支出の合計額のうち給与所得控除額の２分の１を超える部分の金額）＝給与所得
（申告書（分離課税等用）６を使用してください。（添付書類必要））

（A）

（ ア ・ ① ）

（ イ ・ ② ）

（ ウ ・ ③ ）

（ オ ・ ⑤ ）

（ カ ・ ⑥ ）

（ キ ・ ⑦ ）

（ ク ・ ⑧ ）

（ ケ ・ ⑨ ）

（ シ ・ ⑪ ）

（ コ ・ サ ・  ⑪ ）

（ エ ・ ④ ）
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親
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親

特
親
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親

特定親族特別控除

・
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定
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㉙㉖+㉗+㉘

8

8

当該親族等が特定親族である場合には、「特親」欄に○を記入してください。

※市処理欄

確申義務案内済 還付案内済 還付不要



45万円
41万円
31万円
21万円
11万円
6万円
3万円
なし　

  58万円超   95万円以下
  95万円超 100万円以下
100万円超 105万円以下
105万円超 110万円以下
110万円超 115万円以下
115万円超 120万円以下
120万円超 123万円以下

123万円超　　　

控除額特定親族の合計所得金額

あなたと生計を一にする年齢19歳以上23歳未満（H15.1.2～Ｈ19.1.1生まれ）の親族等で、控除対象扶養親族に該当しない者を有する場
合、総所得金額等から特定親族特別控除を適用できます。特定親族である場合には、㉔｢特親｣欄に○を記入してください。

次のア～エの条件を満たす場合、控除を適用することができます。
ア．令和７年12月31日の現状において生計を一にする配偶者であること。
イ．配偶者が事業専従者（青色・白色）や他の扶養親族でないこと。
ウ．あなたの配偶者が、この控除の適用を受けないこと。
エ．下表の所得要件を満たすこと。

特定親族特別
控　　　　除

（B・Ｃ）

（ ⑬ ）

（ ⑭ ）

（ ⑮ ）

（ ⑯ ）

（ ⑰ ～ ⑱ ）

（ ⑲ ）

（ ⑳ ）

（ ㉓ ）

（ ㉔ ）

（ ㉕ ）

（ ㉗ ）

（ ㉘ ）

（ ㉘ ）

（ ㉑ ～ ㉒ ）

平成　　年～令和　年中


